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第１　趣旨
　　我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」（令和２年
　３月３１日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローア
　ップ」（令和２年７月１７日閣議決定）において、2025年までに２兆円、2030年までに５兆
　円という輸出額の目標が設定された。この目標を実現するため、令和２年１２月に「農林水
　産業・地域の活力創造本部」において、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（以下
　「輸出拡大実行戦略」という。）が決定されたところであり、輸出拡大実行戦略に基づく各
　種取組を速やかに軌道に乗せていくことが必要である。
　　また、環太平洋パートナーシップ協定（以下「ＴＰＰ１１」という。）、日ＥＵ経済連携
　協定（以下「日ＥＵ・ＥＰＡ」という。）、日米貿易協定、日英包括的経済連携協定（以下
　「日英ＥＰＡ」という。）及び地域的な包括的経済連携協定（以下「ＲＣＥＰ協定」とい
　う。）の発効による関税撤廃・削減の効果を最大限活用する等により、農林水産物・食品の
　輸出を加速させるための取組を緊急に実施することが重要である。
　　本事業は、農林水産物・食品の輸出促進に資する施策を一体的かつ総合的に推進すること
　とする。

第２　目的
　　農林水産物・食品の輸出促進に向けて、「輸出拡大実行戦略」及び「総合的なＴＰＰ等関
　連政策大綱」等に基づき、国内外での輸出拠点の整備、輸出拡大のためのサポート体制の充
　実及び政府が主体的に行う輸出環境の整備を推進することを目的とする。

第３　事業の種類等
　　本事業において実施する事業の種類及び内容並びに事業実施主体は、別表１に掲げるとお
　りである。なお、別表１の事業の種類欄の３の（１）の事業の内容欄の２及び別表１の事業
　の種類欄の５の事業の内容欄の１の（１）の事業の実施に当たっては、食料産業局長が別に
　定める要件を満たす団体等に対してその経費を補助するものとする。

第４　事業の採択等
　　事業の採択基準については、食料産業局長、生産局長、政策統括官、総括審議官（国際）
　又は水産庁長官(以下 「食料産業局長等」という。)が別に定める。

第５　事業実施計画
　１  事業実施計画の作成及び承認
　　　事業実施主体は、食料産業局長等が別に定めるところにより、事業実施計画を作成し、
　　別表２の左欄に掲げる事業実施主体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者（以下
　　「事業承認者」という。）に提出して、その承認を受けるものとする。
　２　事業実施計画の変更又は中止若しくは廃止
　　　事業実施計画の変更（食料産業局長等が別に定める重要なものに限る。）又は中止若し
　　くは廃止については、１に準じて行うものとする。

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱
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第６　国の助成措置
　　国は、毎年度、予算の範囲内において、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業の実施に
　必要な経費について、別に定めるところにより補助するものとする。

第７　報告
　　事業実施主体は、食料産業局長等が別に定めるところにより、事業実施計画を承認した事
　業承認者に対し、事業の実施状況等を報告するものとする。

第８　収益納付
　１　事業実施主体は、食料産業局長等が別に定めるところにより、当該事業の実施に伴う企
　　業化等による収益の状況を報告するものとする。
　２　国は、１の報告を受けた場合において、当該事業の実施により事業実施主体に相当の収
　　益が生じたと認めるときは、食料産業局長等が別に定めるところにより、交付された補助
　　金の全部又は一部に相当する金額について、事業実施主体に対し、納付を命ずることがで
　　きるものとする。

第９　その他
　１　国は、事業実施主体に対し、この事業に関して必要な報告を求め、又は指導を行うこと
　　ができるものとする。
　２　事業の実施に当たっては、事業の種類、内容等に即して農山漁村の男女共同参画社会の
　　着実な形成を図るために「男女共同参画推進指針」（平成11年11月１日付け11農産第6825
　　号経済局長、統計情報部長、構造改善局長、農産園芸局長、畜産局長、食品流通局長、農
　　林水産技術会議事務局長、食糧庁長官、林野庁長官、水産庁長官通知）に基づく対策の着
　　実な推進に配慮するものとする。
　３　本事業の実施につき必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、食料産業局長等が別
　　に定めるところによるものとする。

　　　附　則
　この要綱は、平成２８年１０月１１日から施行する。

　　　附　則
　この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。

　　　附　則
１　この要綱は、平成３１年２月７日から施行する。
２　この要綱による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。

　　　附　則
１　この要綱は、令和元年１０月２９日から施行する。
２　この要綱による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。

　　　附　則
１　この要綱は、令和２年１月３０日から施行する。
２　この要綱による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。

　　　附　則
１　この要綱は、令和３年１月２８日から施行する。
２　この要綱による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。
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別表１(第３関係)

農林水産物・
食品輸出促進
緊急対策事業

１　輸出環境
　　整備緊急
　　対策事業

(1) 国際的認 　輸出拡大実行戦略に定める重点品目について、事業実施 １　食料産業局長が
　　証取得・ 主体による輸出先国・地域（以下「輸出先国」という。） 　別に定める者から
　　更新等へ が求める検疫等の条件への対応（食肉処理施設査察、ハラ 　公募により選定さ
　　の支援事 ール認証等）、国際的に通用する認証の取得・更新（ＩＳ 　れた団体
　　業 Ｏ２２０００等）、輸出先国において他国産との差別化が

図られる規格認証の取得・更新（有機ＪＡＳ認証等）等の
取組への支援を実施する。

(2) 輸出先国 　食品製造事業者等に対して、輸出先国の規制に対応する ２　食料産業局長が
　　の規制に ために行う製品仕様の変更に必要な製品設計の検討、試験 　別に定める者から
　　対応した 製造、製品検査、製品ラベルの変更等及び新製品の試験販 　公募により選定さ
　　加工食品 売等に伴う経費を支援する。 　れた団体
　　製造支援
　　事業

(3) 輸出施設 　輸出施設の認定の迅速化を図るため、輸出先国が求める ３　食料産業局長が
　　のHACCP 輸入条件に適合する施設の認定のための審査及び施設認定 　別に定める者から
　　等認定加 後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適合している 　公募により選定さ
　　速化支援 かどうかの確認等に伴う経費を支援する。 　れた団体
　　事業

(4) インポー   茶及び青果物の主な農薬について、輸出先国において、 ４　生産局長が別に
　　トトレラ 日本と同等の残留農薬基準を設定申請するための取組への 　定める者から公募
　　ンス申請 支援を実施する。 　により選定された
　　加速化支 　団体
　　援事業

(5) 畜産物モ ＥＵ等向けの畜産物の輸出に必要な農薬、動物用医薬品 ５　食料産業局長が
　　ニタリン 等のモニタリング検査の実施を支援する。 　別に定める者から
　　グ検査加 　公募により選定さ
　　速化支援 　れた団体
　　事業

(6) 植物品種 　海外での品種登録が我が国農産物の輸出力強化につなが ６　植物品種等海外
　　等海外流 る優良な植物品種について、登録出願手続きを迅速に進め 　流出防止対策コン
　　出防止緊 るための経費及び海外流出防止に向けた環境整備等への支 　ソーシアム
　　急対策事 援を実施する。
　　業

(7) 輸出拡大 　地理的表示（ＧＩ）未登録で十分な輸出実績を持つ伝統 ７　食料産業局長が

事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

　　に資する 的産品をＧＩ登録の有望品目として洗い出し、ＧＩ申請・ 　別に定める者から
　　地理的表 登録に結び付けるためのきめ細やかなサポート体制を構築 　公募により選定さ
　　示申請等 するための取組を支援する。 　れた団体
　　支援事業

(8) コメ・コ 　輸出拡大が見込まれる国・地域におけるコメ・コメ加工 ８　政策統括官が別
　　メ加工品 品の需要開拓を推進するため、以下の１及び２の取組を実 　に定める者から公
　　規制対応 施する。 　募により選定され
　　緊急対策 　た団体
　　事業 １　輸出先国における国内規制に対応するための取組等の

　推進
　　農林水産物・食品輸出プロジェクト（以下「ＧＦＰ」
　という。）に登録しているコメ海外市場拡大戦略プロジ
　ェクト（以下「ＫＫＰ」という。）の参加事業者が取り
　組む、中国向け精米輸出に必要なくん蒸や残留農薬検査
　等、コメ・コメ加工品の輸出に際して必要となる規制対
　応のための取組等を推進する。

２　海外実需者が求める要件等に対応するための認証取得
　等の推進
　　ＧＦＰに登録しているＫＫＰの参加事業者が取り組む
　グローバルＧＡＰ等の国際認証取得等、海外実需者が求
　める要件等に対応するための取組等を推進する。

２　海外需要
　　創出等緊
　　急対策事
　　業

(1) 海外需要 　マーケットイン（需要重視）の発想の下、輸出拡大実 ９　独立行政法人日
　　創出等支 行戦略で設定された重点品目・ターゲット国及び地域を 　本貿易振興機構
　　援緊急対 対象に、独立行政法人日本貿易振興機構によるビジネス
　　策事業 マッチング、日本食品海外プロモーションセンターによ

る重点的・戦略的プロモーション、品目団体等によるＰ
Ｒ・販売促進活動、輸出を牽引する現地の小売・飲食店
や流通事業者等を通じた家庭向け日本産食材の販路拡大
等を支援するため、以下の１から４までの事業を実施す
る。

１　食品サンプルショールーム設置及びマッチング支援
　強化事業
（１）食品サンプルショールーム設置
　　　輸出拡大実行戦略に掲げる重点品目及びターゲッ
　　ト国・地域を対象に、デジタルツールを活用した商
　　談の成果の向上を図るため、ジェトロ海外事務所等
　　に食品サンプルを常時展示し、バイヤー等がいつで
　　も閲覧・試食等ができる食品サンプルショールーム
　　を設置する。
（２）マッチング支援
　　　食品サンプルショールーム等において、現地バイ
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

　　ヤー等を招へいした試食会等を開催するとともに、
　　日本の事業者とのウェブ商談をアレンジし、ビジネ
　　スマッチングを支援する。
（３）報告書の作成
　　　本事業の実施状況及び成果を報告書にまとめる。

２　分野・テーマ別の海外販路開拓等への支援強化事業
　　次の（４）の事業を実施するとともに、（４）の事
　業により公募、採択した事業実施者に対して、（１）、
　（２）及び（３）の事業に要する経費を補助する。
（１）重点分野・テーマ別に集中実施する販路開拓等
　　　輸出拡大実行戦略に掲げる重点品目及びターゲット
　　国・地域を中心に、早期に輸出拡大が見込まれる分野
　　・テーマ（コメ・コメ加工品に係るものを除く。）等
　　に関して、事業実施者が実施するＰＲ活動や販売促進
　　活動について、輸出拡大実行戦略の２０２５年目標に
　　寄与するよう明確な成果目標を設定し、マーケットイ
　　ンの発想で行う取組を支援する。
（２）先進性のある輸出ビジネスモデルを構築するための
　　実証支援
　　　輸出拡大実行戦略に掲げられている重点品目のター
　　ゲット国・地域向け輸出における生産、流通、販売等
　　の各段階において、何らかの制約やハードルが存在す
　　ることで輸出拡大の潜在的可能性はあるものの、実際
　　の輸出につながらない分野について、その制約やハー
　　ドルを克服するための仮説を立て、その有効性を実証
　　することで、先進性のある輸出ビジネスモデルの構築
　　を目指して実施する。
（３）輸出重点品目の総合プロデュース・マーケティング
　　支援
　　　事業実施者は、輸出拡大実行戦略に掲げられている
　　重点品目についてターゲット国・地域の消費者や飲食
　　店の潜在的需要の取り込みに向け、海外市場に精通し
　　た目利きのプロ等で構成されるプロデュースチームを
　　中心に、当該輸出重点品目の海外販路開拓につながる
    総合的マーケティング・プロデュース事業を実施する。
    る。
（４）事業実施者の公募等
　　　（１）から（３）までの事業の実施に当たり、外部
　　有識者等により構成される公募選考委員会を設置し、
　　事業実施者の公募、採択等を実施する。

３　日本食品海外プロモーションセンターによる海外富裕
　層等の需要開拓を行う重点的・戦略的プロモーション強
　化事業
　　日本食品海外プロモーションセンターにおいて、ＰＤ
　ＣＡサイクルを実行しながら、ＴＰＰ１１参加国、ＥＵ、
　米国を中心とする国・地域における日本産食品の需要創
　出・拡大及び事業者が相応の価格で販売できる環境形成
　を目的として、海外マーケットに深く踏み込んだ戦略的
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

　で一貫性のあるマーケティングを推進する。

４　現地小売・飲食店や流通事業者等と連携した日本産食
　材等の販路拡大支援事業
　　輸出拡大実行戦略のターゲット国・地域において、日
　本産食材サポーター店や流通事業者等と連携して、輸出
　重点品目の販路拡大に向けた日本産食材等の需要喚起の
　ためのプロモーションを実施するとともに、日本産食材
　サポーター店認定制度のＰＲを実施する。

(2) コメ・コ 　輸出拡大が見込まれる国・地域におけるコメ・コメ加工 10　政策統括官が別
　　メ加工品 品の需要開拓を推進するため、以下の１及び２の取組を実 　に定める者から公
　　輸出推進 施する。 　募により選定され
　　緊急対策 　た団体
　　事業 １　戦略的輸出事業者と産地が連携して取り組むコメ・コ

　メ加工品の海外市場開拓及びプロモーション等の推進
　　ＧＦＰに登録している戦略的輸出事業者（ＫＫＰにお
　いて、飛躍的な輸出目標を掲げ、コメ輸出の戦略的な拡
　大に取り組む輸出事業者として特定された者をいう。）
　と戦略的輸出基地（ＫＫＰにおいて、輸出産地としての
　取組方針を掲げ、輸出用米の安定的な生産に取り組む産
　地（法人・団体等）をいう。）が連携して取り組むコメ
　・コメ加工品の海外市場開拓及びプロモーション等を推
　進する。

２　品目団体等によるコメ・コメ加工品のプロモーション
　等の強化
　　品目団体等が取り組む今後新たな市場開拓が見込まれ
　る国・地域におけるオールジャパンでのコメ・コメ加工
　品のプロモーション等を強化する。

３　グローバ
　　ル産地づ
　　くり緊急
　　対策事業

(1) 地域の加 　ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ等及び日米貿易協定の発効 11　食料産業局長が
　　工食品の により得られた輸出先国の関税撤廃等の成果を最大限活用 　別に定める者から
　　国際競争 するため、輸出拡大が具体的に見込まれる国・地域に対し 　公募により選定さ
　　力強化支 て、高品質な我が国加工食品の一層の輸出拡大につながる 　れた団体
　　援事業 以下の１及び２の取組への支援を実施する。

１　連携体制の構築・調査等
　　事業実施主体は、次の事業を行うものとする。
　　食品製造事業者等との連携体制の構築等、２の事業を
　実施する食品製造事業者等の公募選考会の開催、専門家
　の派遣・助言、商談会等への参加、輸出に関する調査、
　優良事例の取りまとめ等を実施する。

２　地域の加工食品の国際競争力強化のための商品開発・
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

　PR・施設整備等
　　事業実施主体は、（１）及び（２）の事業について、
　その要する経費を補助するものとする。　
（１）加工食品の国際競争力強化のための開発・PR等
　　　食品製造事業者等が行う輸出先国が求める食品・高
　　付加価値食品・レシピの開発、伝統的技術等を活用し
　　た加工食品のPR、実証試験等を支援する。

（２）食品製造業の生産性向上等に必要な新技術導入・機
　　器整備
　　　地域の中小食品製造事業者等が国際競争力強化や生
　　産性向上に資する効率化・省人化のための新技術導入
　　・機器整備等を支援する。

(2) 水産エコ   水産資源の持続的利用に対する国際的な関心への高まり 12　水産庁長官が別
　　ラベルの 等への対応を図るため、特に国際取引において、資源管理 　に定める者から公
　　認証取得 や環境配慮への取組を証明する、水産エコラベル認証の取 　募により選定され
　　加速化緊 得を加速化させるための認証取得の促進に向けた取組や持 　た団体
　　急対策事 続可能な認証水産物の普及促進・周知強化に向けた取組を
　　業 支援する。

(3) 有機ＪＡ 　農産物等の輸出拡大に向け、有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ認 13　生産局長が別に
　　Ｓ認証、 証（ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．又はＡＳＩＡＧＡＰ）の取 　定める者から公募
　　ＧＡＰ認 得等の支援、ＧＡＰ認証審査員育成支援及びＧＡＰ認証審 　により選定された
　　証取得等 査機関新規参入支援の取組を実施する。 　団体
　　支援事業

(4) 青果物輸 　早急に青果物の輸出産地の形成を図るため、輸出先国に 14　生産局長が別に
　　出拡大加 おける規制やニーズに対応した青果物の安定的な生産・出 　定める者から公募
　　速化対策 荷体系の構築に向けた取組を支援する。 　により選定された
　　事業 　団体

４　輸出物流 　農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、国内産地から 15　食料産業局長が
　　構築緊急 輸出先国までのサプライチェーン全体で連携した、輸出物 　別に定める者から
　　対策事業 流を構築するため、以下の１及び２の取組への支援を実施 　公募により選定さ

する。 　れた団体

１　調査・実証事業
　　大ロット・長期間の輸出や、港湾及び地方空港を活用
　した輸出を可能とするため、輸出に向けた国内インフラ
　（港湾、空港、物流拠点等）の実態調査、輸出産地化・
　集団化に対応した低コスト・最適輸送ルートの調査・実
　証等を支援する。

２　設備・機器リース導入事業
　　輸出物流の構築に向けた、安定的かつ低コストなコー
　ルドチェーンを実現するためのリーファーコンテナ、業
　務の自動化・省人化に必要な設備・機器等のリース方式
　による導入を支援する。
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

５　加工食品 １　生産性向上に向けた先端技術のモデル実証事業 16　食料産業局長が
　　の国際競 （１）モデル実証事業 　別に定める者から
　　争力強化 　　　食品製造業の生産性向上を目的に、AI、ロボット、 　公募により選定さ
　　に向けた 　　IoT等の先端技術を実際の製造現場に複数導入し、生 　れた団体
　　食品製造 　　産コスト低減や安定生産に向けた、生産工程の自動化
　　イノベー 　　や遠隔での製造モニタリング、品質管理、安全管理な
　　ション推 　　ど一連のシステムについて実証する取組を支援する。
　　進事業

（２）審査委員会及び評価委員会の開催並びにモデル実証
　　　事業の運営・管理
　　　モデル実証事業実施主体の公募に係る審査等を行う
　　審査委員会の開催及び当該事業の評価等を行う評価委
　　員会を開催するとともに、モデル実証事業実施主体を
　　選定するための公募、採択、補助金の交付、事業の進
    捗管理等を行う。

２　横展開に向けた情報発信事業
　　１の取組の横展開を図るため、実証成果をとりまとめ
　た動画等の作成を行い、研修会やシンポジウムの開催等
　による情報発信の取組を支援する。

６　海外フー 　海外市場の変化や新たな需要に対応し、我が国農林水産 17　総括審議官（国
　　ドバリュ 物・食品の輸出拡大を図るため、複数事業者がコンソーシ 　際）が別に定める
　　ーチェー アムを形成して行う海外展開の取組の実証や、そのための 　者から公募により
　　ン再構築 機材の借り上げ・PR活動等に係る取組を支援する。 　選定された団体
　　緊急対策
　　事業
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別表２（第５関係）

国際的認証取得・更新等への支援事業の事業実施主体

北海道に所在する事業実施主体 北海道農政事務所長

沖縄県に所在する事業実施主体 内閣府沖縄総合事務局長

その他の都府県に所在する事業実施主体 地方農政局長

輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業の事業実施主体 食料産業局長

輸出施設のHACCP等認定加速化支援事業の事業実施主体 食料産業局長

インポートトレランス申請加速化支援事業の事業実施主体 生産局長

畜産物モニタリング検査加速化支援事業の事業実施主体 食料産業局長

植物品種等海外流出防止緊急対策事業の事業実施主体 食料産業局長

輸出拡大に資する地理的表示申請等支援事業の事業実施主体 食料産業局長

コメ・コメ加工品規制対応緊急対策事業の事業実施主体 政策統括官

海外需要創出等支援緊急対策事業の事業実施主体 食料産業局長

コメ・コメ加工品輸出推進緊急対策事業の事業実施主体 政策統括官

地域の加工食品の国際競争力強化支援事業の事業実施主体 食料産業局長

水産エコラベルの認証取得加速化緊急対策事業の事業実施主体 水産庁長官

有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ認証取得等支援事業の事業実施主体 生産局長

青果物輸出拡大加速化対策事業の事業実施主体 生産局長

輸出物流構築緊急対策事業の事業実施主体 食料産業局長

海外フードバリューチェーン再構築緊急対策事業の事業実施主体 総括審議官（国際）

(注)地方農政局の管轄区域は、農林水産省組織令第91条に定める管轄区域である。

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業に係る事業承認者

事業実施主体の区分 事業承認者

加工食品の国際競争力強化に向けた食品製造イノベーション推進事業
の事業実施主体

食料産業局長
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